
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

1,923

昭和49 53年度 年度

1,957

81

経過年数

1,6522,193

76

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

87

その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由，再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 スポーツ大会出場補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　　公募

個人

○ 本市内に住所を有する者であって、小学校、中学校の児童及び生徒
○ 本市内の小学校、中学校に通学する児童及び生徒
○ 上記児童及び生徒を引率する監督、コーチ等の指導者

引率責任者等 区分

市民局スポーツ推進部スポーツ推進課
（ＴＥＬ　711-4657　）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

○ 第44回全国少年柔道大会
○ 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
○ 第18回春季全日本小学生男子ソフトボール大会    　　　　　　　　など

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

通年

（非公募の場合）
非公募の理由

令和10

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 3

　本県以外の地で開催されるスポーツ大会への出場に要する経費の一部を補助し、
もってスポーツの振興を図ることを目的とする。
　（公財）日本スポーツ協会に加盟する競技団体が主催し、本県以外の国内で開催され
る全国規模のスポーツ大会及び世界規模のスポーツ大会への出場に対して補助金を
交付する。

当該年度

　本補助金により支援を行うことで、児童・生徒のスポーツ大会への出場が促進され、
市民スポーツの機会が増加することが期待される。また、スポーツ大会の出場を促進す
るうえで、支出方法としては補助金が適正かつ効果的であることから、終期を延長する
もの。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　・　「補助対象経費」は、補助対象事業の実施に要する経費。ただし、
　 食料費、航空機及び新幹線の特別料金、その他市長が適当でない
   と認めるものを除く。
　・　「補助金額」は、予算の範囲内において、大会開催地に応じて予め
   定められた額を限度に市長が決定する。

補助金交付
による効果

　出場経費の一部を負担することにより、出場選手を奨励するとともに、出場者の経済
的負担を軽減する。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度


	様式【新】

